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に
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問
題
点
の
整
理

2　
「
家
事
使
用
人
」
の
意
義

3　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
取
組
み
と
一
八
九
号
条
約

4　

Ｅ
Ｕ
の
法
と
政
策

5　

海
外
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
と
日
本
の
課
題

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
利
用
者
で
あ
る
個
人
や
家
事
代
行
業
者
等
に
雇
用
さ
れ
、
個
人
宅
に
お
い
て
家
事
労
働
に
従
事
す
る
者
（
以
下
、「
家
事

労
働
者
」
と
い
う
）
に
対
す
る
労
働
法
の
適
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
家
事
労
働
」
に
は
、
狭
義
の
家

事
（
掃
除
・
料
理
・
洗
濯
・
買
い
物
等
）
の
ほ
か
、
利
用
者
ま
た
は
家
族
（
子
供
や
高
齢
者
・
病
人
等
）
の
世
話
も
含
む
。
ま
た
、
フ
リ
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ー
ラ
ン
ス
な
ど
雇
用
以
外
の
形
態
を
含
め
、
個
人
宅
に
お
い
て
有
償
で
家
事
労
働
に
従
事
す
る
者
を
総
称
す
る
場
合
は
、「
家
事
労

働
従
事
者
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
。

　

家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
は
、
労
働
法
の
難
問
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た）

1
（

。
一
般
に
、
近
代
法
は
公
私
の
区
別
を
重
視
し
、
個
人
の

家
庭
と
い
う
私
的
領
域
へ
の
介
入
に
は
慎
重
か
つ
消
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
法
は
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
工
場
等
に
お
い
て
生
産

活
動
に
従
事
す
る
労
働
者
を
典
型
と
し
て
発
展
し
て
き
た
制
度
で
あ
り
、
家
事
労
働
者
を
適
用
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
、
多
く
の
国
に
お
い
て
、
家
事
労
働
者
は
特
殊
な
存
在
と
し
て
労
働
法
に
基
づ
く
保
護
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

家
政
婦
・
付
添
婦
・
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
な
ど
は
、
職
務
の
性
質
上
、
雇
用
主
や
利
用
者
に
対
し
て
特
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
、
低
賃

金
・
長
時
間
労
働
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
が
生
じ
る
こ
と
の
多
い
職
業
で
あ
っ
て
、
労
働
法
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
す
れ
ば
保
護
を
及
ぼ

す
必
要
性
は
高
い
。
ま
た
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
問
題

と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

　

近
年
、
海
外
で
は
、
家
事
労
働
者
に
労
働
法
や
社
会
保
障
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
欧
米
諸
国
や
一
部
の
ア
ジ
ア
諸
国）

2
（

に
お
い
て
、
共
働
き
家
庭
の
増
加
や
高
齢
化
に
よ
り
家
事
労
働
の
外
注
化
が
進

み
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
、
多
く
の
女
性
労
働
者
、
特
に
外
国
人
労
働
者
が
メ
イ
ド
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
と
し
て
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
な
形
で
雇
用
さ
れ
、
低
い
労
働
条
件
や
劣
悪
な
職
場
環
境
の
下
で
働
い
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（International Labor O

rganization

）
は
「
す
べ
て
の
労
働
者
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
を
」
と
い

う
理
念
の
も
と
、
二
〇
一
一
年
に
「
家
事
労
働
者
条
約
（D

ecent w
ork for dom

estic w
orkers

）」（
一
八
九
号
）
を
採
択
し
た
。

同
条
約
は
、
家
事
労
働
者
を
真
正
な
「
労
働
者
」
と
認
め
、
そ
の
特
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
他
の
労
働
者
と
同
等
の
権
利
を
保
障
す

る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
、
現
在
ま
で
に
三
六
か
国
が
批
准
し
て
い
る
（
日
本
は
未
批
准
）。
同
条
約
の
採
択
を
契
機
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
Ｅ
Ｕ
は
、
加
盟
国
に
対
し
て
条
約
の
早
期
批
准
を
促
す
と
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と
も
に
、
家
事
労
働
者
に
関
す
る
実
態
調
査
や
政
策
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
二
年
二
月
、
欧
州
司
法
裁
判

所
（
以
下
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
と
い
う
）
は
、
家
事
労
働
者
を
公
的
失
業
保
険
か
ら
除
外
す
る
加
盟
国
の
法
律
が
Ｅ
Ｕ
指
令
に
違
反
す
る
と
の

判
決
を
下
し
た
。

　

日
本
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
低
調
で
あ
っ
た
が
、
家
事
労
働
者
に
対
す
る
労
災
保
険
法
の
適
用
に
つ
い
て
判
断
し
た

最
近
の
東
京
地
裁
判
決
（
後
記
2
（
3
）
を
参
照
）
を
契
機
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
が
「
家
事
使
用
人
」
に
関
す
る
実
態
調
査
を
実

施
す
る
な
ど
、
一
定
の
関
心
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
日
本
は
海
外
か
ら
家
事
労
働
者
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
て
お
ら
ず
、
諸
外
国
と

事
情
が
異
な
る
部
分
は
あ
る
が
、
高
齢
化
や
家
族
の
変
化
に
伴
っ
て
家
事
労
働
外
注
化
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
家
事
労
働
者
に
係
る
現
行
法
の
解
釈
や
立
法
政
策
上
の
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
家

事
労
働
者
の
問
題
は
、
労
働
関
係
に
お
け
る
公
私
の
境
界
や
私
的
領
域
へ
の
法
的
介
入
、「
不
安
定
な
仕
事
（precarious w

ork

）」

に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
法
的
保
護
の
あ
り
方
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
な
ど
、
労
働
法
の
基
本
構
造
に
関
わ
る
論
点
と
結
び
つ
い
て
お

り
、
理
論
的
に
も
興
味
深
い
。

　

本
稿
は
、
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
に
関
す
る
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
労
働
法
に
関
す
る
問
題
点
を
整
理
し
、
海
外
の
状
況
を

紹
介
し
た
う
え
、
若
干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
外
国
人
労
働
者
に
関
す
る
問
題
は
、
入
管
政
策
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
と
し
な
い
。

1　

問
題
点
の
整
理

（
1
）　

家
事
労
働
者
の
実
態

　

家
事
労
働
者
に
関
す
る
統
計
資
料
は
少
な
く
、
国
勢
調
査
か
ら
大
ま
か
な
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
最
近
の
研



64

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）

究
）
3
（

に
よ
れ
ば
、
戦
前
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
住
み
込
み
の
女
中
が
家
事
労
働
者
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
が
（
一
九
六
〇
年
の

調
査
で
は
二
四
八
、四
六
〇
人
）、
一
九
六
〇
年
代
を
境
に
減
少
し
、
一
九
九
五
年
に
は
四
、六
一
七
人
に
ま
で
減
少
し
た
（
そ
の
後
は

調
査
対
象
に
な
っ
て
い
な
い）

4
（

）。
他
方
、
派
出
所
か
ら
個
人
の
家
庭
に
臨
時
的
・
短
期
的
に
派
出
さ
れ
る
家
政
婦
（
派
出
婦
）
は
一
九

七
〇
年
代
に
六
万
人
を
超
え
、
住
み
込
み
の
女
中
を
上
回
っ
た
。
住
み
込
み
女
中
の
多
く
が
未
婚
の
若
年
女
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

派
出
婦
の
多
く
は
夫
と
死
別
・
離
別
し
た
中
高
年
女
性
で
あ
っ
た
。
近
年
の
国
勢
調
査
を
見
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
家
政
婦
の

数
は
減
少
し
て
い
る
が
（
二
〇
二
〇
年
は
七
、二
五
〇
人
）、
統
計
上
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
訪
問
介
護
従
事
者
（
同
二
七
五
、七
七
〇

人
）
と
し
て
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
高
い）

5
（

。

　

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
、
厚
生
労
働
省
は
「
家
事
使
用
人
に
係
る
実
態
調
査
」）

6
（

を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、「
家
政
婦
（
夫
）
紹
介

所
に
登
録
さ
れ
、
個
人
家
庭
と
契
約
し
て
働
い
た
こ
と
の
あ
る
家
事
使
用
人
」
一
九
九
七
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調

査
に
よ
る
と
、
対
象
者
の
九
八
・
八
％
が
女
性
で
、
年
齢
は
六
〇
代
・
七
〇
代
が
七
七
・
五
％
で
あ
り
、
就
業
形
態
は
八
三
・
六
％

が
通
勤
、
泊
ま
り
込
み
が
主
で
あ
る
者
は
八
・
九
％
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
家
事
労
働

者
の
就
労
形
態
は
多
様
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
調
査
の
対
象
は
限
定
的
で
あ
り
、
家
事
労
働
者
全
体
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現

在
の
と
こ
ろ
、
家
事
労
働
者
の
実
態
を
広
く
明
ら
か
に
す
る
調
査
資
料
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
2
）　

多
様
な
家
事
労
働
従
事
者
―
―
法
的
視
点
か
ら
の
分
類

　

家
事
労
働
者
の
就
労
形
態
は
様
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
問
題
点
を
整
理
す
る
た
め
に
、
雇
用
以
外
の
形
態
も
含
め
、
家
事
労
働
従

事
者
の
就
労
形
態
を
法
的
観
点
か
ら
分
類
し
て
み
た
い
。

　

第
一
の
類
型
は
、
家
事
労
働
従
事
者
が
利
用
者
で
あ
る
個
人
と
直
接
契
約
を
締
結
す
る
も
の
（
直
接
契
約
型
）
で
あ
る
。
契
約
締

結
の
ル
ー
ト
は
、
家
政
婦
会
等
に
登
録
し
て
紹
介
を
受
け
る
場
合
の
ほ
か
、
求
人
広
告
、
知
人
等
の
紹
介
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
マ
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ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト）

7
（

な
ど
多
様
で
あ
る
。

　

直
接
雇
用
型
の
家
事
労
働
従
事
者
は
、
①
利
用
者
と
の
契
約
が
労
働
契
約
で
あ
る
場
合
と
、
②
そ
う
で
な
い
場
合
に
区
別
さ
れ
る
。

こ
れ
は
労
働
者
性
の
問
題
で
あ
り
、
当
該
家
事
労
働
従
事
者
が
相
手
方
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
務
を
提
供
し
報
酬
と
し
て
賃
金
を
支

払
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
否
か
を
、
就
労
の
実
態
に
照
ら
し
て
実
質
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
（
労
契
法
二
条
①
参
照
）。
実
際

に
は
、
伝
統
的
な
住
み
込
み
女
中
は
も
ち
ろ
ん
、
家
政
婦
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
等
に
つ
い
て
業
務
委
託
契
約
等
の
形
式
が
と
ら
れ
て

い
る
場
合
も
、
実
態
に
照
ら
し
て
労
働
契
約
を
認
め
う
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
独
立
し
た
個
人
事
業
主
と
し
て
仕
事

を
請
け
負
い
、
利
用
者
の
指
揮
命
令
を
受
け
ず
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
場
合
は
、
雇
用
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
労

働
法
の
適
用
は
な
い
。

　

第
二
の
類
型
は
、
家
事
代
行
業
者
な
ど
に
雇
用
さ
れ
、
業
者
と
利
用
者
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
い
て
、
利
用
者
宅
で
家

事
労
働
に
従
事
す
る
も
の
（
家
事
代
行
型
）
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
家
事
労
働
者
は
、
利
用
者
宅
で
の
就
労
に
関
し
て
、
①
雇
用

主
で
あ
る
家
事
代
行
業
者
か
ら
指
揮
命
令
を
受
け
る
場
合
と
、
②
利
用
者
か
ら
直
接
指
揮
命
令
を
受
け
る
場
合
に
区
別
さ
れ
る
。
前

者
は
業
務
処
理
請
負
だ
が
、
後
者
は
労
働
者
派
遣
に
当
た
り
、
労
働
者
派
遣
法
に
従
っ
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
実
際
に
は
区

別
が
微
妙
な
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る）

（
（

）。
な
お
、
②
の
類
型
の
う
ち
家
事
代
行
業
者
等
と
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

職
業
安
定
法
が
禁
止
す
る
労
働
者
供
給
事
業
（
同
法
四
条
⑧
）
に
当
た
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
家
事
や
家
族
の
世
話
に
つ
い
て
、
親
族
や
友
人
が
有
償
・
無
償
で
手
助
け
を
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
ら

の
多
く
は
労
働
契
約
関
係
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
契
約
に
基
づ
く
役
務
提
供
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
3
）　

家
事
労
働
者
に
対
す
る
労
働
法
の
適
用

①
直
接
契
約
型

　

直
接
契
約
型
の
家
事
労
働
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
と
の
間
に
労
働
契
約
が
認
め
ら
れ
れ
ば
労
働
契
約
法
（
以
下
、
労
契
法
）

が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
労
働
組
合
法
は
、
他
の
役
務
提
供
契
約
に
よ
り
就
労
す
る
者
に
も
一
定
の
範
囲
で
適
用
さ
れ
る
（
労
組
法

三
条
参
照
））

9
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
基
準
法
（
以
下
、
労
基
法
）
は
事
業
単
位
で
適
用
さ
れ
る
行
政
取
締
法
規
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
た
め
、

適
用
対
象
で
あ
る
「
労
働
者
」
に
は
「
事
業
（
事
業
又
は
事
務
所
）
に
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う
要
件
が
付
さ
れ
て
い
る
（
労
基
法
九

条
）。
行
政
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
事
業
」
と
は
、
営
利
目
的
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
「
一
定
の
場
所
に
お
い
て
相
関
連
す
る
組
織
の

も
と
に
業
と
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
る
作
業
の
一
体
」（
昭
六
三
・
三
・
一
四
基
発
一
五
〇
号
、
平
一
一
・
三
・
三
一
基
発
一
六
三
号
な

ど
）
を
意
味
す
る）

（1
（

。
こ
の
定
義
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
大
学
教
授
の
私
設
秘
書
は
「
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
」
労
働
者
に
該
当
せ
ず）

（（
（

、

一
般
家
庭
の
個
人
に
直
接
雇
用
さ
れ
る
家
事
労
働
者
も
、
通
常
は
こ
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
学
説
上
は
、

「
事
業
」
を
「
業
と
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
る
も
の
」
と
よ
り
広
く
解
し
、
雇
い
主
が
個
人
で
あ
っ
て
も
労
働
者
を
業
と
し
て
継
続

的
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
こ
れ
に
当
た
る
と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
個
人
が
一
時
的
な
仕
事
の
た

め
に
雇
用
す
る
場
合
（
庭
の
手
入
れ
の
た
め
に
植
木
職
人
を
雇
う
場
合
な
ど
）
と
は
異
な
り
、
家
事
や
家
族
の
世
話
の
た
め
に
継
続
的

に
雇
用
す
る
場
合
は
「
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
」
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
家
事
労
働
者
が
労
基
法
九
条
の
要
件
を
充
た
す
場
合
も
、
同
法
一
一
六
条
二
項
の
定
め
る
「
家
事
使
用
人
」
に
該
当
す

れ
ば
労
基
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
（
一
一
六
条
②
）、
同
法
か
ら
派
生
し
た
労
衛
生
法
、
最
賃
法
、
労
災
保
険
法）

（1
（

等
の
適
用
も
な
い
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
労
働
契
約
法
を
除
く
個
別
労
働
関
係
法
（
均
等
法
、
育
児
介
護
休
業
法
、
パ
ー
ト
有
期
法
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

な
ど
）
に
つ
い
て
も
、
適
用
対
象
で
あ
る
労
働
者
の
範
囲
は
労
基
法
と
一
致
す
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め）

（1
（

、「
家



67

家事と労働法

事
使
用
人
」
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

②
家
事
代
行
型

　

家
事
代
行
型
の
家
事
労
働
者
は
、
家
事
代
行
業
者
と
の
間
に
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
の
で
、
労
基
法
・
労
契
法
上
の
労
働
者

（
労
基
法
九
条
、
労
契
法
二
条
①
）
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
行
政
解
釈
に
よ
れ
ば
「
家
事
使
用
人
」
と
し
て
労
基
法
の
適
用
が
除
外
さ

れ
る
可
能
性
は
あ
る
（
後
記
2
（
2
）
参
照
）。

　

な
お
、
家
事
代
行
型
と
直
接
契
約
型
の
区
別
は
、
契
約
の
名
称
や
契
約
書
の
記
載
等
の
形
式
よ
り
も
契
約
締
結
の
経
緯
や
就
労
の

実
態
等
を
重
視
し
て
、
客
観
的
・
実
質
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
紹
介
所
等
を
通
し
て
家
事
労
働
者
が
利
用
者
と
直
接
契
約
す
る
形

式
を
と
っ
て
い
て
も
、
紹
介
所
と
の
間
に
黙
示
の
労
働
契
約
の
成
立
を
認
め
う
る
場
合
が
あ
り）

（1
（

、
逆
に
、
紹
介
業
者
に
雇
用
さ
れ
る

形
を
と
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
に
見
て
利
用
者
と
の
直
接
契
約
を
認
め
る
べ
き
場
合
も
あ
り
う
る）

（1
（

。

（
4
）　

法
解
釈
に
よ
る
対
応
の
限
界

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
行
法
の
下
で
は
、
多
く
の
家
事
労
働
者
（
特
に
直
接
契
約
型
）
が
労
基
法
の
適
用
対
象
で
は
な
く
、
労
契
法

を
除
く
個
別
労
働
関
係
法
の
適
用
も
受
け
な
い
と
い
う
、
著
し
く
法
的
保
護
に
欠
け
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
在
も
家
事
労
働
者
の
特
性
に
よ
っ
て
合
理
的
に
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
事
労
働
者
の
実
態
が
（
詳
細
は

明
ら
か
で
な
い
も
の
の
）
労
基
法
の
立
法
当
時
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
、
国
際
的
に
家
事
労
働
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
考
え

方
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
の
法
制
度
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
際
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
労
基
法
一
一
六
条
二
項
の
い
う
「
家
事
使
用
人
」
の
解
釈
で
あ
る
（⇒

後
記
2
）。
た
だ
し
、

法
解
釈
に
よ
っ
て
「
家
事
使
用
人
」
の
範
囲
を
限
定
し
て
も
、「
事
業
に
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う
要
件
を
充
た
さ
な
い
限
り
労
基
法
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は
適
用
さ
れ
な
い
。
最
近
の
厚
労
省
『
新
し
い
働
き
方
に
関
す
る
研
究
会
』
の
報
告
書）

（1
（

は
、
規
制
対
象
と
し
て
の
「
事
業
」
を
含
め

た
労
基
法
の
再
検
討
を
提
言
し
て
い
る
が
、「
事
業
」
は
労
基
法
の
基
本
構
造
に
関
わ
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
見
直
し
に
は
家
事
労

働
者
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
広
い
視
野
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
。
さ
ら
に
、
仮
に
「
事
業
」
の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一

般
的
な
労
働
法
制
を
そ
の
ま
ま
家
事
労
働
者
に
適
用
す
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
多
く
の
労
働
法
規
は
、
企
業

に
雇
用
さ
れ
生
産
活
動
に
従
事
す
る
労
働
者
を
想
定
し
て
い
る
た
め
、
家
事
労
働
者
の
特
性
に
な
じ
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
ル
ー
ル
も

存
在
す
る
（
た
と
え
ば
、
時
間
外
労
働
や
安
全
衛
生
に
関
す
る
規
制
の
一
部
な
ど
）。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
現
行
法
を
前
提
と

し
た
法
解
釈
に
よ
る
対
応
に
は
限
界
が
あ
り
、
海
外
の
取
組
み
も
参
考
に
し
た
立
法
政
策
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
（⇒

後
記

三
・
四
・
五
）。

2　
「
家
事
使
用
人
」
の
意
義

（
1
）　

適
用
除
外
規
定
の
立
法
趣
旨

　

労
基
法
一
一
六
条
二
項
は
、「
こ
の
法
律
は
、
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
及
び
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
」
と
定
め
て
い
る
。
立
法
当
時
、
こ
の
規
定
は
労
基
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
の
範
囲
を
定
め
た
旧
八
条
に
置
か
れ
て
い
た
。「
家

事
使
用
人
」
に
係
る
適
用
除
外
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
当
時
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル）

（1
（

は
「
女
子
労
働
者
中
に
占
め
る
割
合
も
多
く
、
そ
の

使
用
関
係
に
は
封
建
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
労
働
の
態
様
は
本
条
に
列
挙
さ
れ
た
各
種
事
業
に
お
け
る
労
働
と
は

相
当
異
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
こ
れ
を
同
一
の
労
働
条
件
で
は
律
し
か
ね
る
場
合
が
多
い
。
又
先
進
諸
国
に
於
て
も
家
事
使
用
人
の

労
働
条
件
に
関
す
る
立
法
例
が
極
め
て
少
な
い
の
で
、
こ
の
法
律
制
定
の
際
に
は
幾
多
の
議
論
を
重
ね
つ
つ）

（1
（

将
来
の
研
究
問
題
と
し

て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
立
法
過
程
に
お
け
る
説
明
で
は
、
上
記
の
点
に
加
え
、「
家
事
使
用
人
」
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の
労
働
条
件
を
規
制
し
て
も
実
効
性
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
現
在
の
有
力
説
は
、
こ
の
立
法
当
時
の
判
断
は
、
労
基
法
が
臨
検
を
前
提
と
し
た
行
政
監
督
等
に
よ
り
実
効
性

を
確
保
す
る
仕
組
み
を
も
つ
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
個
人
の
家
庭
（
私
的
領
域
）
へ
の
介
入
は
控
え
る
べ
き
と
の
発
想

に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る）

1（
（

。
な
お
、
純
粋
な
民
事
法
規
で
あ
る
労
契
法
に
つ
い
て
は
「
家
事
使
用
人
」
に
関
し
適
用
除
外
を
認
め
る

ほ
ど
の
特
殊
性
は
な
い
（
雇
用
主
と
の
間
に
民
事
的
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
）
と
の
判
断）

11
（

に
基
づ
き
、
同
居
の
親
族
の

み
が
適
用
除
外
の
対
象
と
さ
れ
た
（
労
契
法
二
一
条
二
項
）。

（
2
）　

行
政
解
釈）

11
（

　

行
政
解
釈
に
よ
れ
ば
「
家
事
使
用
人
」
と
は
家
事
一
般
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
を
い
い
、「
家
事
使
用
人
で
あ
る
か
否
か
は
、
従

事
す
る
作
業
の
種
類
、
性
質
の
如
何
等
を
勘
案
し
て
具
体
的
に
当
該
労
働
者
の
実
態
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
労
働
契
約
の
当

事
者
の
如
何
に
関
係
な
く
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
傍
線
筆
者
）」（
昭
和
六
三
・
三
・
一
四
基
発
第
一
五
〇
号
・
婦
発
第
四
七

号
）。
そ
の
例
と
し
て
、「
法
人
に
雇
わ
れ
、
そ
の
役
職
員
の
家
庭
に
お
い
て
、
そ
の
家
族
の
指
揮
命
令
の
下
で
家
事
一
般
に
従
事
し

て
い
る
者
」
は
家
事
使
用
人
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
個
人
家
庭
に
お
け
る
家
事
を
事
業
と
し
て
請
け
負
う
者
に
雇
わ
れ
て
、
そ
の
指

揮
命
令
の
下
に
当
該
家
事
を
行
う
者
は
家
事
使
用
人
に
該
当
し
な
い
」（
同
上
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
直
接
契
約
型
だ
け
で
な
く
、
家
事
代
行
型
の
家
事
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
の
指
揮
命
令
を
受
け
て

利
用
者
宅
で
家
事
労
働
に
従
事
す
る
場
合
（
労
働
者
派
遣
タ
イ
プ
）
は
、
事
情
に
よ
り
労
基
法
上
の
家
事
使
用
人
に
当
た
る
可
能
性

が
あ
る
。
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（
3
）　

裁
判
例

　

家
事
使
用
人
に
関
す
る
裁
判
例
は
少
な
い）

11
（

が
、
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
が
何
件
か
存
在
す
る
。

　

ま
ず
、
①
医
療
法
人
衣
明
会
事
件
（
東
京
地
判
平
成
二
五
・
九
・
一
一
労
判
一
〇
八
五
号
六
〇
頁
）
は
、
医
療
法
人
Ｙ
に
ベ
ビ
ー
シ

ッ
タ
ー
と
し
て
雇
用
さ
れ
、
同
法
人
が
経
営
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
で
あ
る
代
表
者
の
個
人
宅
に
お
い
て
、
三
～
四
人
体
制
で
シ

フ
ト
を
組
ん
で
子
供
の
世
話
や
家
事
に
従
事
し
て
い
た
Ｘ
ら
が
解
雇
さ
れ
、
労
働
契
約
上
の
地
位
確
認
と
未
払
賃
金
の
支
払
い
（
労

基
法
に
基
づ
く
時
間
外
労
働
・
深
夜
割
増
賃
金
を
含
む
）
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。

　

判
決
は
、
家
事
使
用
人
に
関
す
る
労
基
法
の
適
用
除
外
の
趣
旨
に
つ
き
、「
家
事
一
般
に
携
わ
る
家
事
使
用
人
の
労
働
が
一
般
家

庭
に
お
け
る
私
生
活
と
密
着
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
把
握
し
て
…
国
家
的
監
督
・
規
制
に
服

せ
し
め
る
こ
と
が
実
際
上
困
難
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
が
期
し
難
い
こ
と
、
ま
た
、
私
生
活
と
密
着
し
た
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
の

監
督
・
規
制
等
を
及
ぼ
す
こ
と
が
、
一
般
家
庭
に
お
け
る
私
生
活
の
自
由
の
保
障
と
調
和
上
、
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
配
慮
が
あ
っ

た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
し
か
し
な
が
ら
、
家
事
使
用
人
で
あ
っ
て
も
、
本
来
的
に
は
労
働
者
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
適
用
除
外
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
厳
格
に
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
傍
線
筆
者
）」
と
述
べ
、「
一
般
家

庭
に
お
い
て
家
事
労
働
に
関
し
て
稼
働
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
事
す
る
作
業
の
種
類
、
性
質
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
労

働
条
件
や
指
揮
命
令
の
関
係
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
一
般
家
庭
に
お
け
る
私
生
活
上
の
自
由
の
保
障

と
必
ず
し
も
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
を
…
家
事
使
用
人
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
右
）」

と
の
解
釈
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
に
照
ら
す
と
、
Ｘ
ら
の
業
務
内
容
や
、
複
数
労
働
者
に
よ
る
シ
フ
ト
が
組
ま
れ
て
い
た

こ
と
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
に
よ
る
時
間
管
理
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
定
期
的
に
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
Ｘ

ら
は
労
基
法
上
の
「
家
事
使
用
人
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
、
労
基
法
の
適
用
を
認
め
た
。

　

次
に
、
②
国
・
渋
谷
労
基
署
長
（
山
本
サ
ー
ビ
ス
）
事
件
（
東
京
地
判
令
和
四
・
九
・
二
九
労
判
一
二
八
五
号
五
九
頁
）
で
は
、
事
業
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者
か
ら
家
政
婦
兼
訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
Ａ
宅
に
派
遣
さ
れ
、
住
み
込
み
で
介
護
や
家
事
に
従
事
し
て
い
た
労
働
者
Ｂ
に
対
す

る
労
災
保
険
法
の
適
用
の
有
無
が
争
わ
れ
た
。
Ｂ
は
八
日
間
に
わ
た
る
勤
務
終
了
後
に
心
臓
疾
患
に
よ
り
死
亡
し
、
遺
族
が
労
災
保

険
給
付
を
申
請
し
た
が
、
家
事
使
用
人
に
当
た
る
と
し
て
不
支
給
決
定
を
受
け
た
た
め
、
取
消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

　

判
決
は
、
利
用
者
宅
に
お
け
る
業
務
の
う
ち
、
訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
の
業
務
は
事
業
者
と
の
労
働
契
約
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
そ
の
関
係
で
は
Ｂ
は
「
家
事
使
用
人
」
に
該
当
し
な
い
が
、「
本
件
家
事
業
務
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
…
本
件
会
社
の
業

務
と
は
い
え
ず
、
Ａ
の
息
子
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
雇
用
契
約
に
基
づ
く
業
務
で
あ
り
、
当
該
業
務
の
種
類
、
性
質
も
家
事
一
般
を

内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
業
務
と
の
関
係
で
は
…
労
基
法
一
一
六
条
二
項
所
定
の
「
家
事
使
用
人
」
に
該
当
す
る
も
の

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
傍
線
筆
者
）」
と
し
、
家
事
労
働
に
か
か
る
業
務
起
因
性
は
支
給
決
定
に
お
け
る
検
討
の
対
象
に
な
ら
な

い
（
訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
の
業
務
は
長
時
間
労
働
と
は
い
え
な
い
た
め
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
な
い
）
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄

却
し
た
。

　

若
干
検
討
す
る
と
、
①
の
判
決
は
、
労
基
法
一
一
六
条
二
項
の
趣
旨
を
上
記
の
立
法
資
料
や
学
説
に
沿
っ
て
解
し
た
う
え
、
そ
の

趣
旨
に
照
ら
し
て
実
質
的
に
正
当
化
で
き
な
い
場
合
に
は
、
個
人
宅
で
家
事
労
働
に
従
事
し
て
い
て
も
「
家
事
使
用
人
」
に
当
た
ら

な
い
と
の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
る
。
本
件
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
就
労
状
況
は
や
や
特
殊
で
あ
り
、
上
記
の
基
準
に
照
ら
し
て
家

事
使
用
人
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
労
基
法
九
条
の
「
事
業
に
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う
要
件
も
満
た
す
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
の
事
件
は
、
臨
時
の
住
み
込
み
家
政
婦
と
し
て
の
業
務
に
関
し
て
、
雇
用
関
係
（
利
用
者
と
の

直
接
契
約
）
と
業
務
内
容
（
個
人
宅
に
お
け
る
家
事
一
般
）
か
ら
直
ち
に
家
事
使
用
人
に
当
た
る
と
の
結
論
を
導
い
て
お
り
、
法
の
趣

旨
と
Ｂ
の
就
労
実
態
を
踏
ま
え
た
実
質
的
な
検
討
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

11
（

。
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（
4
）　

歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
批
判

　

最
近
刊
行
さ
れ
た
濱
口
桂
一
郎
『
家
政
婦
の
歴
史
』）

11
（

は
、
家
事
労
働
者
の
実
態
と
労
基
法
の
立
法
経
緯
を
踏
ま
え
、
家
事
使
用
人

の
解
釈
に
関
し
て
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　

同
書
に
よ
る
と
、
戦
前
に
は
、
住
み
込
み
女
中
と
家
政
婦
は
異
な
る
職
業
で
あ
り
、
社
会
的
に
も
法
的
に
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
女
中
が
個
人
世
帯
に
直
接
雇
い
入
れ
ら
れ
て
長
期
に
わ
た
り
家
族
と
同
居
す
る）

11
（

の
に
対
し
、
家
政
婦
は
大
正
期

に
新
し
く
生
ま
れ
た
職
業
で
、
事
業
者
で
あ
る
派
出
婦
会
に
所
属
し
、
一
般
家
庭
に
臨
時
的
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
派
出
婦
会
は
派

出
婦
を
教
育
・
監
督
し
、
寄
宿
舎
を
提
供
し
、
顧
客
先
で
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
労
働
者
供

給
事
業
（
当
時
は
適
法
）
に
当
た
る
が
、
中
間
搾
取
や
人
身
拘
束
等
の
弊
害
が
著
し
か
っ
た
人
夫
・
職
夫
等
の
労
働
者
供
給
と
は
実

態
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

労
基
法
制
定
の
際
に
も
、
住
み
込
み
女
中
と
家
政
婦
（
派
出
婦
）
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
前
者
が
「
家
事
使
用
人
」
と
し

て
適
用
を
除
外
さ
れ
る
一
方
（
旧
八
条
本
文
但
書
）、
後
者
は
適
用
対
象
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
（
旧
八
条
一
七
号
を
受

け
た
労
基
法
施
行
規
則
旧
一
条
二
号
は
「
派
出
婦
会
」
を
適
用
事
業
と
定
め
て
い
た
））

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
直
後
に
制
定
さ
れ
た
職
業
安
定
法
に

よ
り
労
働
者
供
給
事
業
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
形
で
家
政
婦
の
派
出
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

同
法
上
の
有
料
職
業
紹
介
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
職
業
紹
介
で
は
利
用
者
が
家
政
婦
を
直
接
雇
用
す

る
た
め
、
住
み
込
み
女
中
と
の
法
的
な
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
家
政
婦
も
「
家
事
使
用
人
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う）

11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
濱
口
は
、
労
基
法
上
は
一
九
九
八
年
の
法
改
正
で
旧
八
条
が
削
除
さ
れ
る
ま
で
「
派
出
会
等
」
が
適
用
事
業
と
し

て
施
行
規
則
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
立
法
経
緯
を
見
て
も
「
家
事
使
用
人
」
と
は
住
み
込
み
の
家
事
労
働
者
（
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
者
の
う
ち
血
縁
関
係
に
な
い
者
）
を
指
す
こ
と
が
明
確
で
あ
っ
て
、
家
政
婦
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る）

1（
（

。
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（
5
）　

家
事
使
用
人
の
解
釈

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
労
基
法
が
「
家
事
使
用
人
」
を
適
用
除
外
と
す
る
趣
旨
は
、
そ
の
業
務
が
一
般
家
庭
の
私
生
活
と
密
着
し

た
形
で
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
、
①
労
働
条
件
等
の
客
観
的
な
把
握
が
困
難
で
あ
り
、
法
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
難
い
こ
と
、
②
国

家
に
よ
る
監
督
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
私
生
活
の
侵
害
に
当
た
り
適
切
で
な
い
こ
と
、
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

労
基
法
が
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
た
法
規
で
あ
り
、
多
く
の
労
働
法
規
の
適
用
範
囲
を
画
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る

と
、「
家
事
使
用
人
」
の
範
囲
は
上
記
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
実
質
的
か
つ
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
家
事
労
働
者
の
実
態

は
立
法
当
時
と
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
利
用
者
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
個
人
宅
で
家
事
労
働
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
当
然

に
労
働
条
件
を
把
握
し
難
い
と
か
、
国
家
の
法
的
介
入
が
私
生
活
の
侵
害
に
当
た
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。
そ
の
よ
う
な
固

定
観
念
を
離
れ
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
日
常
生
活
と
一
体
化
し
た
形
で
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
か
、
雇
用
主
と
の

間
に
法
的
介
入
を
控
え
る
べ
き
特
別
な
人
間
関
係
が
存
在
す
る
と
か
、
適
用
除
外
を
認
め
る
べ
き
具
体
的
事
情
が
存
在
す
る
か
否
か

を
実
質
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
家
事
労
働
者
が
「
家
事
使
用
人
」
に
該
当
す
る
の
は
、
日
常
的
に
利
用

者
宅
に
住
み
込
ん
で
家
族
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
場
合
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
労
基
法
の
立
法
経
緯
（
上
記

（
4
））
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
は
立
法
趣
旨
に
合
っ
た
解
釈
で
も
あ
る
。

　

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
家
事
使
用
人
」
に
該
当
す
る
家
事
労
働
者
は
極
め
て
少
数
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

直
接
雇
用
型
の
家
事
労
働
者
の
多
く
は
労
基
法
上
の
労
働
者
に
該
当
せ
ず）

11
（

、
仮
に
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
て
も
一
般
的
な
法
規
制
を

そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
難
し
そ
う
な
事
項
も
あ
る
た
め
、
家
事
労
働
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た
立
法
政
策
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
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3　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
取
組
み
と
一
八
九
号
条
約

（
1
）　

家
事
労
働
者
条
約
（
一
八
九
号
条
約
）
採
択
の
背
景
と
経
緯

　

海
外
で
も
、
か
つ
て
家
事
労
働
者
は
労
働
法
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
と
は
異
な
る
特
殊
な
職
業
に
就
く
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の

人
数
や
就
労
実
態
も
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。

　

欧
米
諸
国
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
海
外
か
ら
の
移
民
で
あ
る
女
性
の
住
み
込
み
家
事

労
働
者
の
窮
状
（
送
出
国
と
受
入
国
の
仲
介
業
者
に
よ
る
搾
取
や
違
法
行
為
、
雇
用
先
で
の
低
賃
金
・
長
時
間
労
働
・
孤
立
し
た
労
働
環

境
・
雇
い
主
や
家
族
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
虐
待
な
ど
）
が
あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
労
働
者
の
送
出
国
は
大
量
の
失
業
者
と
対
外
債
務
を

抱
え
て
お
り
、
多
く
の
女
性
が
生
活
費
や
子
供
の
養
育
費
を
稼
ぐ
た
め
に
海
外
で
働
く
と
い
う
選
択
を
強
い
ら
れ
、
受
入
国
で
家
事

労
働
者
と
し
て
雇
用
主
（
特
に
職
業
を
持
つ
母
親
）
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
支
え
る
反
面
、
自
分
の
子
供
や
家
族
と
は
長
く

離
れ
て
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は“global care chains”

）
11
（

と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
の
家
事
労
働
者

が
労
働
法
の
保
護
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
労
働
法
学
者
か
ら
も
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

11
（

。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
二
〇
〇
八
年
に
条
約
採
択
に
向
け
た
取
組
み
を
開
始
し
、
二
〇
一
一
年
に
家
事
労
働
者
条
約
（D

ecent w
ork for 

dom
estic w

orkers

）」（
一
八
九
号
。
以
下
、
一
八
九
号
条
約
と
い
う
）
を
採
択
し
た
。

（
2
）　

一
八
九
号
条
約
の
概
要

①
基
本
理
念

　

一
八
九
号
条
約
は
、“W

ork like any other, W
ork like no other”

、
す
な
わ
ち
家
事
労
働
者
に
他
の
労
働
者
と
同
じ
労
働
法

制
を
適
用
す
る
こ
と
（
均
等
待
遇
）
を
原
則
と
し
つ
つ
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
家
事
労
働
の
特
性
を
踏
ま
え
た
特
別
な
取
扱
い
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を
求
め
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
い
る）

11
（

。

②
　
家
事
労
働
者
（dom

estic w
orker

）
の
定
義

　

一
八
九
号
条
約
第
一
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
家
事
労
働
者
を
定
義
し
て
い
る
。

　

⒜　

家
事
労
働
（dom

estic w
ork

）
と
は
、
一
つ
ま
た
は
複
数
の
世
帯
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
一
つ
ま
た
は
複
数
の
世
帯
の
た
め

に
遂
行
さ
れ
る
労
働
を
い
う
。

　

⒝　

家
事
労
働
者
（dom

estic w
orker

）
と
は
、
雇
用
関
係
に
よ
り
家
事
労
働
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
者
を
い
う
。

　

⒞　

臨
時
的
ま
た
は
散
発
的
に
の
み
、
職
業
と
し
て
で
は
な
く
家
事
労
働
に
従
事
す
る
者
は
、
家
事
労
働
者
に
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
定
義
は
大
変
広
い
も
の
で
、「
家
事
労
働
」
に
は
利
用
者
の
居
宅
外
で
提
供
さ
れ
る
労
働
（
専
属
運
転
手
の
業
務
な
ど
）
も
含

む
。
ま
た
、
あ
え
て
「
使
用
者
」
を
定
義
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
や
家
事
代
行
業
者
等
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
だ
け
で
な
く
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
し
て
家
事
労
働
を
提
供
す
る
者
も
「
家
事
労
働
者
」
に
含
ま
れ
る）

11
（

。

③
　
均
等
待
遇

　

一
八
九
号
条
約
は
、
均
等
待
遇
の
理
念
（“W

ork like any other”

）
に
沿
っ
て
、
家
事
労
働
者
に
つ
い
て
、
他
の
労
働
者
と
同
様

に
労
働
者
と
し
て
の
基
本
権
（
団
結
権
や
団
体
交
渉
権
、
強
制
労
働
の
禁
止
、
児
童
労
働
の
廃
止
、
雇
用
差
別
の
撤
廃
）
を
保
障
す
る
こ

と
（
三
条
）、
虐
待
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
暴
力
か
ら
の
保
護
（
五
条
）、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
の
保
障
（
六
条
）、
労
働
条
件
の
明
示

（
七
条
）
な
ど
を
各
国
に
求
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
賃
金
に
つ
い
て
も
均
等
待
遇
が
基
本
と
さ
れ
、
他
の
労
働
者
と
同
じ
最
低
賃
金
の
保
障
と
、
男
女
賃
金
差
別
の
排
除
が
求

め
ら
れ
て
い
る
（
一
一
条
）。
な
お
、
住
み
込
み
の
家
事
労
働
者
の
契
約
で
は
住
居
や
食
事
の
提
供
が
し
ば
し
ば
賃
金
の
一
部
と
み
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な
さ
れ
、
低
賃
金
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
金
銭
に
よ
る
賃
金
支
払
い
を
原
則
と
し
た
う
え
で
、
法
律
や
協
約
に
よ

り
現
物
に
よ
る
支
払
い
を
許
容
す
る
場
合
は
、
他
の
労
働
者
と
の
均
等
待
遇
及
び
本
人
の
同
意
を
要
件
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る

（
一
二
条
（
二
）））

11
（

。

④
　
家
事
労
働
の
特
性
を
考
慮
し
た
取
扱
い

　

他
方
、
一
八
九
号
条
約
は
、
一
部
の
重
要
な
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
家
事
労
働
の
特
性
を
踏
ま
え
て
特
別
な
配
慮
を
要
請
す
る
と

と
も
に
、
国
内
法
や
労
働
協
約
に
よ
り
一
般
労
働
者
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
（“W

ork like no other”

）。
た

と
え
ば
、
労
働
時
間
に
関
し
て
は
、
特
に
住
み
込
み
の
家
事
労
働
者
に
つ
い
て
労
働
時
間
・
休
憩
・
手
待
ち
時
間
の
区
別
が
難
し
い

場
合
が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、「
家
事
労
働
の
特
性
を
考
慮
し
つ
つ
」
と
い
う
留
保
付
き
で
一
般
労
働
者
と
の
均
等
待
遇
を
図

る
こ
と
（
一
〇
条
（
一
））、
二
四
時
間
以
上
連
続
し
た
週
休
を
付
与
す
る
こ
と
（
同
（
二
））、
手
待
ち
時
間
は
国
内
法
や
労
働
協
約

の
定
め
る
限
度
で
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
同
（
三
））
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
安
全
衛
生
に
つ
い
て
は
、
家
事
労

働
者
の
就
労
場
所
が
個
人
宅
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
に
使
用
者
が
一
般
家
庭
の
個
人
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
均
等
待
遇
に
は
言
及

せ
ず
、
各
加
盟
国
が
「
家
事
労
働
の
特
性
に
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
」、
家
事
労
働
者
の
安
全
や
健
康
を
確
保
す
る
効
果
的
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
一
三
条
）。
社
会
保
障
に
つ
い
て
も
「
家
事
労
働
の
特
性
に
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
」、
一
般
の
労
働

者
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件
で
給
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
一
四
条
）。

　

こ
の
ほ
か
、
家
事
労
働
者
に
関
す
る
法
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、「
家
事
労
働
の
特
性
に
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
」
監

督
や
罰
則
に
つ
い
て
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
個
人
の
敷
地
へ
の
立
ち
入
り
が
許
さ
れ
る
条
件
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
て
定
め
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
一
七
条
）。
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（
2
）　

家
事
労
働
者
に
対
す
る
法
の
適
用
と
実
態

①
家
事
労
働
者
の
実
情

　

一
八
九
号
条
約
の
採
択
か
ら
一
〇
年
後
の
二
〇
二
一
年
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
各
国
に
お
け
る
法
制
度
の
変
化
や
規
制
の
実
効
性
に
関
す
る

報
告
書）

1（
（

（
以
下
、
二
〇
二
一
年
報
告
書
と
い
う
）
を
発
表
し
た
。

　

二
〇
二
一
年
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
の
時
点
で
、
世
界
に
は
少
な
く
と
も
七
五
六
〇
万
人
の
「
家
事
労
働
者
」（
＝
雇

用
さ
れ
職
業
と
し
て
家
事
労
働
に
従
事
す
る
者
で
、
一
五
歳
以
上
の
者
）
が
存
在
し
、
そ
の
七
六
・
二
％
が
女
性
で
あ
る
。
そ
の
分
布
は

偏
っ
て
お
り
、
家
事
労
働
者
が
全
被
用
者
に
占
め
る
割
合
は
中
東
諸
国
一
四
・
八
％
、
中
南
米
八
・
四
％
、
ア
フ
リ
カ
七
・
三
％
に

対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
％
と
低
い
。
ま
た
、
人
数
で
見
る
と
、
ア
ジ
ア
諸
国
（
五
〇
・
六
％
））

11
（

と
北
米
・
中
南
米
諸
国
（
二

三
・
三
％
）
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
多
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
事
労
働
者
は
比
較
的
少
な
い
が
、
そ
の
半
分
以
上
を
移
民
労
働
者

が
占
め
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
利
用
者
に
直
接
雇
用
さ
れ
る
家
事
労
働
者
の
数
は
、
保
育
や
介
護
等
に
関
し
て
公
的
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し

て
い
る
北
欧
諸
国
等
で
は
少
な
く
、
民
間
市
場
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
北
米
諸
国
や
南
欧
諸
国
で
多
い
傾
向
が
あ
る）

11
（

。

　

二
〇
二
一
年
報
告
書
は
、
全
世
界
に
見
て
家
事
労
働
者
の
数
は
増
加
し
て
お
り
、
今
後
も
増
加
傾
向
が
続
く
と
予
想
し
て
い
る
。

ま
た
最
近
は
、
家
事
代
行
業
者
の
中
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
し
て
家
事
労
働
者
の
派
遣
や
マ
ッ
チ

ン
グ
を
行
う
企
業
が
増
え
て
お
り
、
利
用
者
や
一
部
の
家
事
労
働
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
反
面
、
多
く
の
家
事
労
働
者
が

「
自
営
業
者
」
と
し
て
労
働
法
や
社
会
保
障
法
の
適
用
な
し
に
働
か
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

②
家
事
労
働
者
へ
の
労
働
法
・
社
会
保
障
法
の
適
用

　

続
い
て
、
二
〇
二
一
年
報
告
書
は
、
家
事
労
働
者
へ
の
労
働
法
・
社
会
保
障
法
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
加
盟
国
（
一
三
五
か
国
）

の
状
況
を
調
査
分
析
し
て
い
る
（
な
お
、
調
査
結
果
は
全
体
的
な
傾
向
を
知
る
う
え
で
大
変
有
益
だ
が
、
各
国
の
法
制
度
や
家
事
労
働
者
の
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定
義
が
様
々
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
精
密
な
数
値
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

　

ま
ず
労
働
法
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
、
こ
の
一
〇
年
間
に
改
善
が
み
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
の
調
査
で
は
一
三
五
か
国
中
一
〇
八

か
国
（
八
八
％
）
が
、
何
ら
か
の
形
で
家
事
労
働
者
に
労
働
法
を
適
用
し
て
い
る
（
一
部
の
法
規
制
の
適
用
除
外
、
特
別
規
制
の
適
用
を

含
む
）
と
い
う
。
た
だ
し
、
労
働
法
制
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
た
り
、
他
の
労
働
者
よ
り
低
い
特
別
な
基
準
を
適
用
し
た
り
す
る

国
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
特
に
労
働
時
間
規
制
、
最
低
賃
金
、
社
会
保
障
へ
の
加
入
、
安
全
衛
生
に
関
し
て
顕
著
で
あ
る
。

個
々
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
ア
）
労
働
時
間

　

こ
の
一
〇
年
で
、
家
事
労
働
者
に
労
働
時
間
規
制
（
行
政
規
則
や
労
働
協
約
を
含
む
）
を
適
用
す
る
国
が
漸
増
し
て
い
る）

11
（

。

　

二
〇
二
〇
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
週
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
一
〇
八
か
国
の
う
ち
五
〇
％
が
他
の
労
働
者
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の

上
限
規
制
を
適
用
し）

11
（

、
一
九
％
が
他
の
労
働
者
よ
り
長
い
上
限
を
設
け
、
上
限
を
設
け
て
い
な
い
国
は
二
八
％
（
日
本
を
含
む
三
〇

か
国
）
で
あ
る
。
労
働
時
間
の
上
限
規
制
は
国
に
よ
る
格
差
が
最
も
大
き
い
分
野
で
あ
り
、
家
事
労
働
者
の
約
半
数
が
上
限
規
制
の

な
い
国
で
就
労
し
て
い
る
。
週
休
に
関
し
て
は
、
明
ら
か
に
均
等
待
遇
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
七
七
・
八
％
の
国
が
他
の
労
働
者
と
同

等
か
そ
れ
以
上
の
権
利
を
保
障
し
て
お
り
、
週
休
の
保
障
が
な
い
国
は
一
三
・
九
％
（
一
四
か
国
）
に
留
ま
る
。
年
休
に
つ
い
て
も

七
七
・
八
％
の
国
が
他
の
労
働
者
と
同
等
以
上
の
権
利
を
与
え
て
お
り
、
年
休
権
を
保
障
し
て
い
な
い
国
は
一
一
・
一
％
に
す
ぎ
な

い
。

（
イ
）
最
低
賃
金

　

家
事
労
働
者
は
賃
金
水
準
が
最
も
低
い
職
業
の
一
つ
で
あ
り
（
他
の
労
働
者
の
月
当
た
り
平
均
賃
金
の
五
六
・
四
％
）、
こ
れ
は
家
事

労
働
や
家
事
労
働
者
の
多
く
を
占
め
る
女
性
や
移
民
に
対
す
る
偏
見
（
差
別
）
か
ら
、
単
純
労
働
（low

-skilled job

）
と
し
て
過
小

評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
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二
〇
二
〇
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
六
四
・
八
％
の
国
が
家
事
労
働
者
に
他
の
労
働
者
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
最
低
賃
金
を
適
用
し

て
お
り
、
よ
り
低
い
基
準
を
適
用
し
て
い
る
国
が
九
・
三
％
、
家
事
労
働
者
に
つ
い
て
最
低
賃
金
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
国
は
全

体
の
一
五
・
七
％
で
あ
っ
た
（
こ
の
他
に
最
低
賃
金
規
制
自
体
が
存
在
し
な
い
国
等
も
あ
る
）。

（
ウ
）
社
会
保
障
（
妊
娠
出
産
に
関
す
る
保
護
を
含
む
）

　

家
事
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
割
合
は
制
度
の
種
類
に
よ
り
差
が
大
き
く
、
五
〇
％
の
国
が
家
事
労
働
者
を
何
ら
か
の
形
で
年
金
制

度
の
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
最
も
低
い
失
業
保
険
制
度
で
は
二
五
％
に
留
ま
る
。
妊
娠
出
産
の
保
護
に
関
し
て
は
、
多
く
の

国
が
他
の
労
働
者
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
（
産
休
七
四
・
一
％
、
出
産
給
付
六
八
・
五
％
）。

（
エ
）
安
全
衛
生

　

使
用
者
が
一
般
家
庭
の
個
人
で
あ
る
こ
と
や
就
労
場
所
が
個
人
宅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
法
規
制
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
雇
用
主
か
ら
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
暴
力
を
受
け
て
も
法
的
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
多

く
、
特
に
住
み
込
み
の
移
民
労
働
者
は
弱
い
立
場
に
あ
る
。
効
果
的
な
相
談
体
制
や
家
事
労
働
者
の
特
性
に
合
っ
た
行
政
監
督
の
仕

組
み
、
違
反
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
等
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る）

11
（

。

③
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
雇
用
の
克
服

　

報
告
書
は
、
家
事
労
働
者
に
対
す
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
の
保
障
と
い
う
一
八
九
号
条
約
の
目
的
達
成
に
向
け
て
、
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
な
雇
用
の
克
服
と
い
う
課
題
を
挙
げ
、
そ
れ
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
家
事
労
働
者

が
真
正
な
「
労
働
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
脱
し
、
労
働
法
の
適
用
対
象
と
し
て
法
制
度
上
明
確
に
位
置
付
け
る
こ

と
、
第
二
に
、
家
事
労
働
者
を
他
の
労
働
者
よ
り
不
利
益
に
扱
う
法
制
度
を
改
善
し
、
他
の
労
働
者
と
同
等
の
権
利
保
障
や
保
護
を

及
ぼ
す
こ
と
、
第
三
に
、
適
切
な
方
法
で
法
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
、
家
事
労
働
者
が
現
実
に
法
的
権
利
や
保
護
を
享
受
で
き
る
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よ
う
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る）

11
（

。
最
後
の
点
に
つ
い
て
、
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
家
事
労
働
者
の
う
ち
八
一
・
二
％
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

な
雇
用
関
係
（
雇
用
主
が
社
会
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
状
態
）
に
あ
り
、
法
制
度
上
は
他
の
労
働
者
と
同
等
の
基
準
が
適
用
さ
れ
て

い
て
も
、
実
質
的
に
法
的
保
護
を
十
全
に
享
受
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う）

1（
（

。
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
好
事
例
と
し
て
、
業
者

等
に
正
式
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
家
事
労
働
者
を
利
用
す
る
者
に
対
し
て
費
用
の
一
部
を
国
が
負
担
す
る
仕
組
み
（
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ウ

チ
ャ
ー
制
度
等
）
や
一
般
家
庭
に
対
す
る
監
督
規
制
の
工
夫
例
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

4　

Ｅ
Ｕ
の
法
と
政
策）

11
（

（
1
）　

概
観

　

最
近
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
は
、
家
事
労
働
者
に
他
の
労
働
者
と
同
等
の
法
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
で
は
な
か
っ
た）

11
（

。
そ
の

背
景
に
は
、
法
規
制
は
家
事
労
働
者
を
雇
用
す
る
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
共
働
き
家
庭
に
お
け
る
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
の
維
持
が
難
し
く
な
る
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

家
事
労
働
者
へ
の
労
働
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
安
全
衛
生
と
労
働
時
間
に
関
す
る

法
規
制
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
労
働
者
保
護
の
中
核
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
も
指
令
に
よ
り
最
低
基
準
が
設
定
さ
れ
、
加
盟
国
に
国

内
法
化
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

安
全
衛
生
指
令
（D

irective （9/391/EEC on the introduction of m
easures to encourage im

provem
ents in the safety 

and health of w
orkers at w

ork

〔19（9

〕）
は
、
労
働
災
害
の
防
止
、
労
働
者
の
安
全
や
健
康
の
確
保
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
労
使

協
議
等
に
関
す
る
基
準
を
詳
細
に
定
め
る
が
、
個
人
世
帯
に
直
接
雇
用
さ
れ
る
家
事
労
働
者
（dom

estic servant

）
を
明
文
で
適
用

除
外
の
対
象
と
し
て
い
る
（
三
条
）。
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ま
た
、
労
働
時
間
指
令
（D

irective 2003/（（/EC concerning certain aspects of the organisation of w
orking tim

e
〔2003
〕）
は
、
労
働
時
間
に
関
す
る
最
低
基
準
（
休
憩
、
休
息
期
間
、
週
休
、
週
労
働
時
間
の
上
限
、
年
次
有
給
休
暇
、
深
夜
労
働
の
上
限

等
）
を
定
め
て
い
る）

11
（

。
同
指
令
に
は
家
事
労
働
者
を
適
用
除
外
と
す
る
明
文
の
規
定
は
存
在
せ
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
同
指
令
の
適
用
対

象
と
な
る
「
労
働
者
（w

orker

）」
の
範
囲
は
安
全
衛
生
指
令
の
規
定
に
基
づ
く
限
定
を
受
け
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
し

か
し
、
同
指
令
は
「
当
該
職
務
の
特
性
の
た
め
に
、
労
働
時
間
が
算
定
さ
れ
な
い
場
合
及
び
／
ま
た
は
予
め
決
定
さ
れ
な
い
場
合
、

あ
る
い
は
労
働
者
自
身
が
労
働
時
間
を
決
定
で
き
る
場
合
」
に
、
指
令
の
定
め
る
労
働
時
間
規
制
（
年
休
等
を
除
く
）
を
適
用
し
な

い
こ
と
を
加
盟
国
に
認
め
て
お
り
（
一
七
条
（
一
））、
多
く
の
加
盟
国
が
こ
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
労
働
時
間
規
制
の
一
部
ま
た

は
全
部
を
家
事
労
働
者
に
適
用
し
て
い
な
い）

11
（

。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
同
条
に
基
づ
く
適
用
除
外
の
範
囲
を
厳
格
に
解
釈
し
て
お
り）

11
（

、
こ
の
判
例

法
理
に
照
ら
す
と
上
記
の
加
盟
国
の
法
制
度
は
労
働
時
間
指
令
に
違
反
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
は
積
極
的
な
対
応
を
取
っ
て
来
な
か
っ
た
が
、
一
八
九
号
条
約
の
採
択
を
契
機
と
し
て
、
近
年

は
変
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う）

11
（

。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
六
年
に
欧
州
議
会
は
加
盟
国
に
同
条
約
の
早
期
批
准
を
促
す）

11
（

と
と
も
に
、
理
事

会
に
対
し
て
安
全
衛
生
指
令
の
改
正
を
求
め
る
決
議）

1（
（

を
行
っ
た
。
指
令
の
履
行
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
二
〇

一
七
年
の
報
告
書）

11
（

に
お
い
て
初
め
て
、
家
事
労
働
者
に
関
し
て
一
部
の
加
盟
国
が
労
働
時
間
指
令
を
適
切
に
履
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
明
示
的
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
九
年
に
採
択
さ
れ
た
労
働
条
件
明
示
等
に
関
す
る
指
令
（D

irective2019/1152 on 

transparent and predictable w
orking conditions in the EU

）
は
、
家
事
労
働
者
が
（「
労
働
者
」
の
要
件
を
満
た
す
限
り
）
同
指

令
の
適
用
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
前
文
（
八
）。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
に
つ
い
て
適
用
除
外
の
余
地
が
認
め
ら
れ

て
い
る
（
一
条
（
七
））。
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（
2
）　

性
差
別
禁
止
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

二
〇
二
二
年
二
月
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
家
事
労
働
者
に
対
し
て
公
的
失
業
保
険
制
度
の
加
入
資
格
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
社
会
保
障
に

お
け
る
男
女
の
均
等
待
遇
指
令
（D

irective79/7 on the progressive im
plem

entation of the principle of equal treatm
ent for 

m
en and w

om
en in m

atters of social security

）
が
禁
止
す
る
間
接
差
別
に
当
た
る
と
い
う
判
断
を
下
し
た）

11
（

。

　

事
件
当
時
、
ス
ペ
イ
ン
の
社
会
保
障
法
は
、
一
般
的
な
社
会
保
険
制
度
と
は
別
に
家
事
労
働
者
の
た
め
の
特
別
制
度
を
定
め
て
い

た
が
、
こ
の
制
度
に
は
失
業
保
険
制
度
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
家
事
労
働
者
は
一
般
的
な
失
業
保
険
制
度
へ
の
加
入
資
格
も
与
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
件
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
法
が
失
業
保
険
給
付
の
対
象
か
ら
家
事
労
働
者
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
が
、
Ｅ
Ｕ
指
令

が
禁
止
す
る
間
接
差
別
に
当
た
る
か
否
か
が
主
た
る
争
点
と
な
っ
た
。

　

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
ま
ず
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
家
事
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
規
定
が
女
性
に
よ
り
多
く
の

不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
め
た
う
え
、
先
例
を
引
用
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
正
当
化
す
る
に
は
、
正
当
な
社
会
政
策
上
の

目
的
と
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
適
切
性
が
立
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
手
段
と
し
て
の
適
切
性
は
、
当
該
規
定
が

当
該
目
的
の
達
成
に
向
け
て
一
貫
性
を
も
っ
て
体
系
的
に
実
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
の
判
断
基
準
を
示
し
た
。

　

当
該
規
定
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
、
①
家
事
労
働
者
の
労
働
市
場
の
特
殊
性
（
社
会
保
険
料
の
負
担
に
よ
り
家

事
労
働
者
を
雇
用
す
る
コ
ス
ト
が
上
昇
し
、
雇
用
機
会
の
減
少
や
不
正
受
給
等
の
問
題
が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
）
と
②
労
働
関
係
の

特
殊
性
（
使
用
者
が
一
般
世
帯
主
で
、
給
付
要
件
の
充
足
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
や
監
督
が
困
難
で
あ
る
こ
と
）
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
当
該
規
定
に
は
正
当
な
目
的
が
あ
る
が
、
手
段
と
し
て
適
切
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
上
記

の
問
題
は
個
人
宅
で
労
務
を
提
供
す
る
他
の
職
業
（
庭
師
、
運
転
手
、
農
業
労
働
者
、
清
掃
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
な
ど
）
に
つ
い

て
も
、
ま
た
労
災
保
険
な
ど
他
の
社
会
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
に
生
じ
う
る
と
こ
ろ
、
ス
ペ
イ
ン
法
は
家
事
労
働
者
だ
け
を
失

業
保
険
制
度
に
限
定
し
て
除
外
し
て
お
り
、
一
貫
性
や
体
系
性
を
欠
く
と
し
た
。



（3

家事と労働法
　

本
判
決
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
初
め
て
家
事
労
働
者
に
関
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
新
し
い
判
決
で
あ
り
、
そ
の
射
程
等
は
不

明
で
あ
る
が
、
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
論
的

に
も
大
変
興
味
深
い
。5　

海
外
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
と
日
本
の
課
題

　

以
上
の
よ
う
に
、
海
外
で
は
数
十
年
前
か
ら
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
八
九
号
条
約
の

採
択
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
国
で
家
事
労
働
者
へ
の
労
働
法
や
社
会
保
障
法
の
適
用
が
進
ん
で
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
報
告
書
や
Ｅ
Ｕ

諸
国
の
状
況
を
見
る
と
、
諸
外
国
で
も
家
事
労
働
者
の
特
性
に
鑑
み
て
労
働
法
規
制
の
一
部
の
適
用
を
除
外
し
た
り
、
特
別
規
制
を

設
け
た
り
す
る
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
現
行
法
の
下
で
は
、
多
く
の
家
事
労
働
者
が
基
本
的
な
労
働
条
件
（
労
働
時

間
、
休
憩
、
週
休
、
年
休
、
産
休
、
最
低
賃
金
等
）
に
関
す
る
法
規
制
の
適
用
を
ま
っ
た
く
受
け
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
法
制
度
は
先
進
諸
国
の
中
で
は
例
外
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
海
外
で
特
に
深
刻
な
外
国
人
労
働
者
の
問
題
に
関
し
て
状

況
が
異
な
る
と
は
い
え
、
日
本
で
も
家
事
労
働
者
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
本
格
的
に
検
討
す
べ
き
時
期
が
来
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

二
〇
二
四
年
二
月
、
厚
労
省
は
前
年
度
に
実
施
し
た
「
家
事
使
用
人
に
係
る
実
態
調
査
」
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、「
家
事
使
用
人

の
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン）

11
（

」
を
策
定
し
た
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
雇
用
主
（
利
用
者
）
に
対
し
、
家
事
使
用
人
の
契
約
関
係
や
労
働

条
件
の
明
確
化
、
労
契
法
等
に
基
づ
く
就
業
環
境
の
整
備
や
契
約
更
新
・
終
了
に
か
か
る
適
切
な
対
応
、
労
基
法
等
に
準
じ
た
適
正

な
労
働
条
件
の
設
定
、
相
談
や
苦
情
へ
の
適
切
な
対
応
等
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
、
家
政
婦
（
夫
）
紹
介
所
は
そ
れ
を
積
極

的
に
支
援
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

　

し
か
し
、
家
事
労
働
者
へ
の
労
働
法
の
適
用
に
関
し
て
は
、
適
用
除
外
制
度
を
よ
り
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
既
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に
述
べ
た
通
り
、「
家
事
使
用
人
」
の
解
釈
を
限
定
し
て
も
、
直
接
雇
用
型
の
家
事
労
働
者
が
通
常
「
事
業
に
使
用
さ
れ
る
」（
労
基

法
九
条
）
と
い
う
要
件
を
充
た
さ
な
い
こ
と
、
他
の
労
働
者
と
同
じ
規
制
を
適
用
す
る
の
が
適
切
で
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
か

ら
、
現
行
法
の
解
釈
に
よ
る
対
応
に
は
限
界
が
あ
り
、
立
法
的
措
置
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

立
法
的
な
検
討
に
当
た
り
、
ま
ず
必
要
な
の
は
、
家
事
労
働
者
を
含
む
家
事
労
働
従
事
者
の
実
態
（
人
数
、
就
労
形
態
、
労
働
条
件

等
）
を
明
ら
か
に
し
、
一
般
家
庭
に
お
け
る
家
事
労
働
の
変
化
や
家
事
労
働
の
外
注
化
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
実
態
を
踏
ま
え
、
労
働
者
保
護
の
必
要
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
家
事
労
働
者
に
対

し
て
他
の
労
働
者
と
同
じ
労
働
法
規
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
由
が
あ
る
か
、
異
別
取
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に

も
家
事
労
働
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
特
別
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
を
実
質
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
現
時
点
で

は
、
筆
者
は
、
家
事
労
働
者
の
特
性
（
使
用
者
が
一
般
家
庭
の
個
人
で
あ
る
こ
と
、
就
労
場
所
が
個
人
の
自
宅
で
あ
る
こ
と
、
特
殊
な
性
質

の
業
務
〔
自
立
し
た
生
活
能
力
の
な
い
子
供
や
高
齢
者
の
世
話
を
一
人
で
任
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
〕
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
）
に
よ

り
、
他
の
労
働
者
と
異
な
る
取
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
は
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
性
に
よ
っ
て
、

労
基
法
と
個
別
労
働
関
係
法
（
労
契
法
を
除
く
）
の
全
面
的
な
適
用
除
外
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
家
事
労
働
者
に
対
す

る
立
法
措
置
を
検
討
す
る
際
に
は
、
特
別
法
の
制
定
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
個
々
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
上
記
の
観
点
か
ら
具
体
的

に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
執
筆
を
契
機
と
し
て
、
海
外
で
は
家
事
労
働
者
に
関
す
る
研
究
が
進
み
、
労
働
法
の
分
野
で
も
欧
米
諸
国
を
中
心
に
か
な
り

多
く
の
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
い
く
つ
か
の
国
が
家
事
労
働
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
労
働
法
規
を
も
ち
、
処
遇
改
善
に
向
け
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た
興
味
深
い
政
策
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
比
較
法
研
究
を
通
し
て
家
事
労
働
者
の

法
的
保
護
に
関
す
る
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）　Einat A

lban, “From
 ‘D

om
estic Servant’ to ‘D

om
estic W

orker’”, p.231, in Fudge, J., M
cCrystal, S. &

 Sankaran, K
. 

（Eds.

） Challenging the legal boundaries of w
ork regulation （Bloom

sbury Publishing, 2012

）, pp.231-250. Judy Fudge, 
“Little V

ictories and Big D
efeats: T

he Rise and Fall of Collective Bargaining Rights for D
om

estic W
orkers in 

O
ntario”, p.119 in Bakan, A

. &
 Stasiulis, D

.

（Eds.

） N
ot O

ne of the Fam
ily: Foreign D

om
estic W

orkers in Canada

（U
niversity of T

rono Press, 1997

） pp.119-145.

（
2
）　

ア
ジ
ア
諸
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
安
里
和
晃
「
家
族
ケ
ア
の
担
い
手
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
外
国
人
労
働
者
―
香
港
・
台
湾
・
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
を
事
例
と
し
て
」
落
合
恵
美
子
編
『
親
密
圏
と
公
共
圏
の
再
編
成　

ア
ジ
ア
近
代
か
ら
の
問
い
』（
二
〇
一
三
、
京
都
大
学

学
術
出
版
会
）
二
〇
一
―
二
四
一
頁
。

（
3
）　

定
松
文
「
日
本
に
お
け
る
家
事
労
働
の
市
場
化
と
分
断
さ
れ
た
家
事
労
働
者
―
家
事
労
働
者
史
か
ら
み
る
国
家
戦
略
特
区
の
外
国
人

家
事
労
働
者
」
伊
藤
る
り
編
著
『
家
事
労
働
の
国
際
社
会
学
―
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
求
め
て
』（
二
〇
二
〇
、
人
文
書
院
）
二
九

―
三
二
頁
、
濱
口
桂
一
郎
『
家
政
婦
の
歴
史
』
文
春
新
書
（
二
〇
二
三
）
二
三
〇
―
二
三
六
頁
。

（
4
）　

濱
口
・
前
掲
（
注
3
）
書
二
三
二
頁
は
、
住
み
込
み
女
中
は
、
職
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
と
す
る
。

（
5
）　

濱
口
・
前
掲
（
注
3
）
書
二
三
三
頁
。

（
6
）　00112（024.pdf （m

hlw
.go.jp

）

（
7
）　

厚
労
省
は
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
義
務
を
課
し
、『
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
な
ど
を
利

用
す
る
と
き
の
留
意
点
』
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
な
ど
を
利
用
す
る
と
き
の
留
意
点
｜
厚
生
労
働
省
（m

hlw
.go.jp

）〉
を
公
表
し
て
い
る
。

（
（
）　

業
務
処
理
請
負
と
労
働
者
派
遣
を
区
別
す
る
具
体
的
な
基
準
に
関
し
て
は
、「
労
働
者
派
遣
事
業
と
請
負
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
と

の
区
分
に
関
す
る
基
準
」（
昭
和
六
一
労
告
三
七
号
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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（
9
）　

国
・
中
労
委
（
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
）
事
件
・
最
三
小
判
平
成
二
三
・
四
・
一
二
労
判
一
〇
二
六
号
二
七
頁
。
菅
野
和
夫
『
労

働
法
（
第
一
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
）
八
二
九
―
八
三
〇
頁
。
た
だ
し
、
家
事
労
働
者
に
労
組
法
を
適
用
す
る
際
に
は
、
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
、
集
団
的
労
使
関
係
に
お
け
る
使
用
者
が
一
般
家
庭
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
べ
き
か
問
題
が
生

じ
よ
う
。
前
掲
のFudge

論
文
（
注
1
）
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
家
事
労
働
者
の
団
体
交
渉
権
の
保
障
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
い

る
。

（
10
）　

荒
木
尚
志
・
岩
村
正
彦
・
村
中
孝
史
・
山
川
隆
一
編
著
『
注
釈
労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法　

第
一
巻
』（
二
〇
二
三
、
有
斐
閣
）

一
六
六
頁
〔
島
田
陽
一
〕。

（
11
）　

菅
野
・
前
掲
（
注
9
）
書
一
七
五
頁
。

（
12
）　

水
町
勇
一
郎
『
詳
説
労
働
法
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
三
、
東
京
大
学
出
版
会
）
三
五
頁
。

（
13
）　

た
だ
し
「
家
庭
介
護
」「
家
事
支
援
業
務
」
は
労
災
保
険
の
特
別
加
入
制
度
の
対
象
な
の
で
、
保
険
料
を
自
己
負
担
す
れ
ば
任
意
加

入
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
に
は
保
険
料
を
利
用
者
が
手
数
料
の
上
乗
せ
と
し
て
負
担
し
、
家
政
婦
紹
介
所
が
み
な
し
使
用
者
と
し
て
納
入

す
る
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
（
濱
口
・
前
掲
〔
注
3
〕
書
二
二
六
頁
）。

（
14
）　

東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
『
注
釈
労
働
基
準
法
（
上
）』（
二
〇
〇
三
、
有
斐
閣
）
一
三
八
頁
〔
橋
本
陽
子
〕。

（
15
）　

福
生
ふ
れ
あ
い
の
友
事
件
・
東
京
地
立
川
支
部
判
平
成
二
五
・
二
・
一
三
労
判
一
〇
七
四
号
六
二
頁
。

（
16
）　

安
田
病
院
事
件
・
大
阪
高
判
平
成
一
〇
・
二
・
一
八
労
判
七
四
四
号
六
三
頁
。

（
17
）　

厚
生
労
働
省
『
新
し
い
働
き
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
』（
座
長
：
今
野
浩
一
郎
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
）。

（
1（
）　

寺
本
廣
作
『
労
働
基
準
法
解
説
（
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
四
六
）』（
一
九
九
八
、
信
山
社
）
一
七
二
頁
。

（
19
）　

立
法
過
程
で
は
、「
家
事
使
用
人
」
は
封
建
的
労
働
関
係
の
下
で
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
労
働
者
で
あ
り
、
労
基
法
を
適
用
す
べ
き

だ
と
の
反
対
意
見
も
強
か
っ
た
（
濱
口
前
掲
〔
注
3
〕
書
一
七
七
頁
以
下
）。

（
20
）　

荒
木
・
岩
村
・
村
中
・
山
川
前
掲
（
注
10
）
書
一
九
六
―
一
九
七
頁
〔
坂
井
岳
夫
〕。

（
21
）　

荒
木
尚
志
・
菅
野
和
夫
・
山
川
隆
一
『
詳
説
労
働
契
約
法
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
四
、
弘
文
堂
）
二
四
八
頁
、
菅
野
前
掲
（
注
9
）

書
一
七
六
頁
、
荒
木
尚
志
『
労
働
法
（
第
五
版
）』（
二
〇
二
二
、
有
斐
閣
）
五
一
頁
。

（
22
）　

荒
木
・
菅
野
・
山
川
前
掲
（
注
21
）
書
二
四
八
頁
。
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（
23
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
『
令
和
三
年
版
労
働
基
準
法　

下
』（
二
〇
二
二
、
労
務
行
政
）
一
一
六
〇
頁
。

（
24
）　

以
下
で
取
り
上
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
掲
・
福
生
ふ
れ
あ
い
の
友
事
件
、
損
害
賠
償
請
求
等
事
件
・
東
京
地
判
平
成24.2.（LEX

/
D

B:254 （04（9

が
あ
る
。

（
25
）　

水
町
勇
一
郎
〔
判
批
〕
ジ
ュ
リ
一
五
七
八
号
五
頁
。

（
26
）　

濱
口
・
前
掲
（
注
3
）
書
。

（
27
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
泉
和
子
編
『
女
中
が
い
た
昭
和
』（
二
〇
一
二
、
河
出
書
房
新
社
）
を
参
照
。

（
2（
）　

濱
口
・
前
掲
（
注
3
）
書
一
二
三
―
一
二
七
頁
、
一
三
七
頁
。

（
29
）　

同
上
二
二
―
二
四
頁
。

（
30
）　

同
上
一
六
三
―
一
六
七
頁
。

（
31
）　

同
上
二
四
〇
頁
。

（
32
）　

水
町
・
前
掲
（
注
12
）
書
五
九
頁
は
、
事
業
と
し
て
組
織
的
に
編
成
さ
れ
定
型
的
な
指
示
を
受
け
て
家
事
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

は
、
家
事
使
用
人
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。

（
33
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
濱
口
は
、
家
政
婦
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
紹
介
所
に
よ
る
労
働
者
供
給
に
近
い
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
か
ら
、
労
働

者
派
遣
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
労
基
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
（
濱
口
・
前
掲
〔
注
3
〕
書
二
四
三
頁
）。

（
34
）　A

delle Blackett, E
veryday T

ransgressions. D
om

estic W
orkers’ T

ransnational Challenge to International Labor 
Law

 （ILR Press, 2019

）, p.5.

（
35
）　Judy Fudge“Global Care Chains, Em

ploym
ent A

gencies, and the Conundrum
 of Jurisdition: D

ecent W
ork for 

D
om

estic W
orkers in Canada”, 23  Canadian Journal of W

om
en and Law

 （2011

）, pp.235-264.

（
36
）　A

rlie Russel H
ochshild “Love and Gold”, in H

ochshild/Barbara Ehrenreich, G
lobal W

om
en: N

annyies, M
aids, 

and Sex W
orkers in the N

ew
 E

conom
y （2002

）, pp.15-30. Fudge, supra note3, pp.23（-240.

（
37
）　

た
と
え
ば
、Fudge, supra note 1  &

 3 5.

（
3（
）　A

lbin, supra note 1, p.247.

（
39
）　ILO

, M
aking decent w

ork a reality for dom
estic w

orkers. Progress and prospects ten years after the adaptation of 



（（

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）
the D

om
estic W

orkers Convention, 2011

（N
o.189

） （2021

）, p.3.

（
40
）　

こ
れ
に
対
し
、A

lbin, supra note 1, pp.24（-249

は
、
雇
用
主
宅
に
住
み
常
に
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
（
住
居
や
食
事
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
）
は
、
二
四
時
間
要
求
に
応
え
る
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
家
事
労
働
者
に
と
っ
て
利
益
で
は
な
く
不
利
益
で
あ

る
と
指
摘
し
、
他
の
労
働
者
と
同
一
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
職
業
の
特
性
を
踏
ま
え
て
住
居
等
を
賃
金
の
現
物
支
給
と
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

（
41
）　ILO

, supra note 39.

（
42
）　

報
告
書
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
家
事
労
働
者
の
数
は
一
一
四
・
一
万
人
（
二
〇
一
〇
）
で
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
次
い
で
多
い
（ibid, p.32

）。

（
43
）　Ibid, p.35.

（
44
）　Ibid, p.19.

（
45
）　Ibid, pp.45-4（.

（
46
）　Ibid, p.75, p.79.

（
47
）　

た
だ
し
、
他
の
労
働
者
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
家
事
労
働
者
に
週
四
〇
時
間
の
上

限
が
適
用
さ
れ
る
が
、
住
み
込
み
の
家
事
労
働
者
に
は
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
（FLSA

,section207 

（L

）, 213

（b

））。

（
4（
）　ILO

, supra note 39, p.96, p.156.

（
49
）　Ibid, p.1（2.

（
50
）　Ibid, 39, pp.1（（-1（9.

（
51
）　Ibid, p.17.

（
52
）　

基
本
文
献
と
し
て
、T

onia N
ovitz &

 Phil Sypris “T
he Place of D

om
estic W

orkers in Europe. A
n A

nalysis of 
Current Policy in the Light of the Council D

esign A
uthotising M

em
ber Stated to Ratify ILO

 Convention N
o.1（9”, 6  

（2 

） European Labour Law
 Journal 

（2015

） pp.104-127, K
irsten Scheiw

e ”D
om

estic W
orkers, EU

 W
orking T

im
e 

Law
 and Im

plem
entation D

eficits in N
ational Law

-Change in Sight?”, EU
I W

orking Paper 

（European U
niversity 
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Institute, D
epartm

ent of Law
, 2021

）.
（
53
）　N

ovitz

は
、
一
八
九
号
条
約
の
案
文
作
成
に
当
た
り
、
Ｅ
Ｕ
や
加
盟
国
が
、
家
事
労
働
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
例
外
事
由
を
設
け

る
よ
う
働
き
か
け
た
と
す
る
（supra note 52, p.117

）。

（
54
）　

ほ
と
ん
ど
の
規
定
に
つ
い
て
労
働
協
約
や
労
使
合
意
に
よ
る
逸
脱
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
一
七
条
―

二
一
条
）、
週
労
働
時
間
の
上

限
（
四
週
間
を
平
均
し
て
週
四
八
時
間
〔
時
間
外
労
働
を
含
む
〕）
に
つ
い
て
は
集
団
的
合
意
に
よ
る
逸
脱
が
で
き
ず
、
代
わ
り
に
個
別

合
意
に
基
づ
く
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
が
一
定
の
条
件
を
付
し
た
う
え
で
認
め
ら
れ
て
い
る
（
二
二
条
）。

（
55
）　C-42（/09, U

nion syndicale Solidaires Isère v Prem
ier m

inister and O
thers, ECLI:EU

:C:2010:612.

（
56
）　Scheiw

e

に
よ
れ
ば
、
家
事
労
働
者
全
体
を
適
用
除
外
と
し
て
い
る
国
（
離
脱
前
の
イ
ギ
リ
ス
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
）
と
、
家
事
労

働
者
の
う
ち
住
み
込
み
の
者
に
つ
い
て
適
用
を
除
外
し
て
い
る
国
（
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
）
が
あ
る
（supra note 52, pp.（-9

）。

（
57
）　C-175/16 H

älvä and O
thers v SO

S-Lapsikylärym
, ECLI:EU

:C:2017:617.

（
5（
）　Scheiw

e, supra note 52, p.11, p.13.

（
59
）　Scheiw

e, supra note 52, p.7.

（
60
）　

現
在
、
条
約
を
批
准
し
て
い
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
の
八
か
国
で
あ
る
。

（
61
）　European Parliam

ent, Resolution of 2（  A
pril 2016 on w

om
en dom

estic w
orkers and carers in the EU
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